
お
知
ら
せ

も
よ
お
し
・
講
座

募
　
　
集

無
料
相
談

お
知
ら
せ
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関
川
水
系
河
川
整
備
計
画
の
変
更
原
案

に
関
す
る
意
見
を
募
集

　
詳
し
く
は
高
田
河
川
国
道
事
務

所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
市
内
の
各
会
場
で
変
更

原
案
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

問
国
土
交
通
省
高
田
河
川
国
道
事

務
所
調
査
第
一

課（
☎
０
２
５・

５
２
１
・
４
５

４
１
）

令
和
６
年
度（
令
和
５
年
分
）給
与
支
払

報
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
令
和
５
年
１
月

１
日
～
12
月
31
日

の
間
に
給
与
な
ど

の
支
払
い
を
行
っ

た
事
業
主
は
、
令

和
６
年
度
（
令
和
５
年
分
）
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

時
提
出
期
限
＝
令
和
６
年
１
月
31

日
㊌　
他
早
め
の
提
出
に
ご
協
力

く
だ
さ
い　
問

税
務
課
（
☎
０

２
５・５
２
０・

５
６
５
０
）

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

　
令
和
５
年
分
と
し
て
支
払
わ
れ

た
年
金
の
金
額
や
、
源
泉
徴
収
さ

れ
た
所
得
税
額
な
ど
を
お
知
ら
せ

す
る
「
令
和
５
年
分
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
」
が
、
令
和
６
年

１
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
日

本
年
金
機
構
か
ら
発
送
さ
れ
る
予

定
で
す
。
源
泉
徴
収
票
は
確
定
申

告
の
際
に
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※	

非
課
税
の
年
金
（
障
害
年
金
や

遺
族
年
金
）
を
受
給
し
て
い
る

人
に
は
、
源
泉
徴
収
票
は
送
付

さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
の
確
定

申
告
に
利
用
で
き
る
源
泉
徴
収
票

の
電
子
デ
ー
タ
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
か
ら
受
け
取
れ
ま
す
。

問
上
越
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談

室（
☎
０
２
５・

５
２
４
・
４
１

１
５
）

産
前
産
後
期
間
の 

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減

　
令
和
６
年
１

月
１
日
か
ら
、

産
前
産
後
期
間

の
国
民
健
康
保

険
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

対
上
越
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
て
、
令
和
５
年
11
月
１

日
以
降
に
出
産
し
た
人　
時
出
産

日
が
属
す
る
月
の
前
月
～
４
カ
月

間
（
多
胎
の
場
合
は
６
カ
月
間
）	

問
国
保
年
金
課

国
保
管
理
係

（
☎
０
２
５
・

５
２
０
・
５
７

１
４
）

教
育
資
金
を「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」 

（
㈱
日
本
政
策
金
融
公
庫
）が
サ
ポ
ー
ト

　
「
国
の
教
育

ロ
ー
ン
」
は
、
高

校
、短
大
、大
学
、

専
修
学
校
、
各
種

学
校
や
外
国
の
高

校
、
大
学
な
ど
に

入
学
・
在
学
す
る

子
ど
も
を
持
つ
家
庭
を
対
象
と
し

た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

費
○
融
資
額
＝
子
ど
も
一
人
に
つ

き
３
５
０
万
円
以
内　
○
金
利（
令

和
５
年
10
月
２
日
現
在
）＝
年
２・

２
５
パ
ー
セ
ン
ト
※「
母
子
家
庭
」、

「
父
子
家
庭
」、「
交
通
遺
児
家
庭
」、

「
世
帯
年
収
２
０
０
万
円
（
所
得

１
３
２
万
円
）
以
内
の
人
」
ま
た

は
「
子
ど
も
３
人
以
上
の
世
帯
か

つ
世
帯
年
収
５
０
０
万
円
（
所
得

３
５
６
万
円
）
以
内
の
人
」
は
年

１
・
８
５
パ
ー
セ
ン
ト　
他
用
途

＝
入
学
金
、授
業
料
、教
科
書
代
、

ア
パ
ー
ト
・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
金

･

家
賃
な
ど　
時
返
済
期
間
＝
18

詳しくは

詳しくは

詳しくは詳しくは

　過疎地域内で令和 5 年に取得などをした事業用資産（土地・家屋・償却資産のう
ち機械装置）については、3 年度間、固定資産税の課税免除を受けることができます。
　国税の優遇措置の適用を受けるには、税務申告前に、事業用資産の取得などについ
て市の確認を受ける必要がありますのでご注意ください。
　適用要件など詳しくはホームページをご覧ください。
●主な適用要件

要　件 内　　容

過疎指定地域 安塚区、浦川原区、大島区、牧区、柿崎区、吉川区、中郷区、板倉区、清里区、三和区、
名立区

対象業種 製造業、情報サービス業など、農林水産物等販売業、旅館業
設備投資の
取得などの価額 資本金の規模に応じ、500万円以上

取得などの種類
土　　地：１年以内に工場などの建設に着手したものに限る
家　　屋：建物の新設や増設、改築、修繕など
償却資産：生産設備などの新設や増設
※ただし、資本金が5千万円超である法人は、新設または増設のみ

※ このほか、過疎地域以外の地域でも設備投資などを支援するさまざまな優遇制度がありますので
お問い合わせください。

過疎地域の事業用資産の課税免除  問合せ…産業立地課（☎025-520-5736）
年
以
内　
問
㈱
日
本
政
策
金
融
公

庫
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
５
７
０
・
０
０
８
６
５
６

ま
た
は
☎
０
３
・

５
３
２
１
・
８
６

５
６
）

詳しくは

詳しくは


